
2023年 10月２日 

各  位

会 社 名 株 式 会 社 ラ イ ト オ ン

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 藤 原 祐 介

（ コ ー ド ： ７ ４ ４ ５  東 証 プ ラ イ ム 市 場 ）

問合せ先 取締役 管理本部 長 大 友 博 雄

（ T E L ： 0 2 9 - 8 5 8 - 0 3 2 1 ） 

2023年８月期通期業績予想の修正、特別損失の計上及び 

財務制限条項への抵触の見込み並びに対応結果に関するお知らせ 

当社は、2023年 10月２日開催の取締役会において、2023 年４月 11日に開示した 2023年８月期（2022年

９月１日～2023年８月 31日）の通期業績予想を修正することとしましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。 

また、2023 年８月期（2022 年９月１日～2023 年８月 31 日）において、下記のとおり特別損失を計上いた

しましたので、あわせてお知らせいたします。 

記 

１．2023年８月期通期業績予想の修正（2022年９月１日～2023年８月 31日） 

（単位：百万円、％） 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

前 回 発 表 予 想 （ Ａ ） 

（2023年４月 11日） 
47,800 150 50 △550 △18円 59銭

今 回 発 表 予 想 （ Ｂ ） 46,926 △922 △1,048 △2,545 △86円 06銭

増 減 額    EA（Ｂ－Ａ） △873 △1,072 △1,098 △1,995

増 減 率（％） △1.8 － － － 

（ ご 参 考 ） 

前期実績（ 2 0 2 2 年８月期） 
48,229 239 7 △1,166 △39円 86銭

２．修正の理由 

当下半期におきましては、新型コロナウイルス感染症の収束に伴う入国規制や行動制限の緩和及び５類

感染症への位置づけの変更などの状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響は限定的になると想定

するものの、不安定な海外情勢や急激な為替変動による食品等の相次ぐ値上げやエネルギー価格高騰によ

る電気料金やガソリン価格高騰の長期化などによる節約志向の高まりから、慎重な消費行動は続くと想定

し、下半期売上高を期初計画 25,000百万円（既存店前年比 110.5％）に対し、7.2％減の 23,199百万円（既

存店前年比 104.0％）と見込んでおりましたが、客数の減少に加え、気温が早くから上昇したことによるス

ウェットや薄手のアウターなどの春物の苦戦、販売価格の上昇の影響による定番ジーンズの苦戦などによ

り買上げ点数が伸び悩みました。その結果、下半期の売上高は 22,325 百万円と前回予想から 3.8％下回る

結果となり、通期の売上高は 46,926百万円（前年同期比 2.7％減）となりました。 

利益面につきましては、販売費及び一般管理費の抑制に努めたものの、夏物を中心にシーズン商品の在

庫消化に向けた値引き販売が大幅に増加したことにより利益を圧縮し、売上総利益率は通期 48.1％と通期

修正計画 50.0％を 1.9％下回りました。その結果、営業損失は 922 百万円、経常損失は 1,048 百万円と前

回予想を下回る見込みとなりました。 



当期純利益につきましては、売上総利益率の悪化に伴い、経常損失となったことに加え、閉店を決定し

た店舗及び収益性の低下がみられた店舗について、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、特別損

失が増加し、当期純損失 2,545百万円と前回発表予想を下回る見込みとなりました。 

 

３.特別損失の計上 

当社は、2023 年８月期第４四半期会計期間（2023 年６月１日～2023 年８月 31 日）において、閉店を決定

した店舗及び収益性の低下がみられた店舗について、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、減損損

失 891百万円を計上いたしました。また、固定資産除去損 21百万円、閉店した店舗について店舗閉鎖損失 14

百万円を計上したこと等により、当四半期会計期間で計上した特別損失は合計で 952百万円となりました。 

なお、2023年８月期第３四半期累計期間までに既に計上しております特別損失を含めた 2023年８月期の特

別損失は、1,360百万円となりました。 

 

４．財務制限条項への抵触の見込み及び対応結果について 

業績予想の修正に伴い、当社が複数の金融機関と締結しているシンジケートローン契約等に規定する財務制

限条項のうち、『各本・中間決算期の末日における当社の単体の貸借対照表上において、純資産の部の金額

を、当該決算期の直前の決算期の末日または 2019年８月決算期の末日における当社の単体の貸借対照表上に

おいて、純資産の部の金額のいずれか大きい方の 60％の金額以上に維持すること。』に抵触する見込みとな

りました。関係金融機関に対し、期限の利益喪失に関わる条項を適用することなく、当該契約を継続するよ

う要請し、すべての関係金融機関より、期限の利益喪失に関わる条項を適用しない旨の書面による承諾を得

ております。 

 

以 上 
 


